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項　　　　目 数　量 単　位 単　　価 金　　額 適　　用
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■設計業務委託料等の積算書 積算根拠：群馬県建築設計業務等積算基準（令和6年7月1日版）
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設 計 委 託 仕 様 書 

 

１．設計委託の名称  令和８年度 中学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託 

 

２．業務概要 

設計業務の概要は次のとおりである。 

（１）本業務の概要 

本業務は、富岡市内中学校3校の屋内運動場において、夏季における熱中症のリスク

から生徒等を守ること及び快適な施設環境を確保すること等を目的として、空調設備の

設置をするための実施設計業務である。 

 

（２）建築物の概要 

対象中学校の概要は次のとおりである。 

学校名 富岡中学校 西中学校 南中学校 

用途 中学校 中学校 中学校 

対象建築物 屋内運動場 屋内運動場 屋内運動場 

構造 鉄骨造 鉄骨造 鉄骨造 

建築年月 平成27年３月 昭和49年12月 昭和60年２月 

階数 地上２階 地上１階 地上１階 

延べ面積 1,026㎡ 713㎡ 785㎡ 

空調対象部分 アリーナ アリーナ アリーナ 

対象部分面積 702.9㎡ 598.5㎡ 692.8㎡ 

工事場所 富岡市富岡864番地 富岡市宮崎20番地 富岡市中高瀬1118番地 

 

３．委託期間    自  令和８年６月１日 

至  令和８年11月27日 

※概算工事費については令和８年８月31日には提出すること。 

 

４．設計における基本的な方針 

本設計業務では、施設の用途、工事の目的等を十分に把握し、市有施設として求められる安

全、環境、景観、コスト、保全等に対する配慮を行い、長期的な視野において多様性及び柔軟性

の高い設計を行うことを基本的な方針とする。また、受託者の創意工夫、新技術の提案等につい

ても期待するものである。また、設計にあたり空調効率向上のための断熱改修工事についても併

せて検討を行うものとする。 

 

５．設計業務 

 次の設計業務を行う。 
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（１）設計内容報告書の作成 

  ア 設計方針 

  イ 工法、材料等の比較検討及び選定理由 

  ウ コスト算定（イニシャルコスト及びランニングコストの算定書の作成） 

  エ 施工及び維持管理上の注意事項 

  オ 提案（色彩、使用材料、備品等） 

（２）実施設計図の作成 

（３）各計算書の作成 

（４）特記仕様書の作成 

（５）工事費内訳書の作成(学校ごとに内訳書を作成すること) 

  工事費内訳書は営繕積算システム(ＲＩＢＣ２)により作成する。 

   一般財団法人建築コスト管理システム研究所ＨＰ(http://www.ribc.or.jp/)参照 

システム使用に際しレンタル契約が必要となる。 

（６）建築基準法令、消防法令、環境保全等に関する諸法令、その他監督員の指示する関係法令

に基づく必要な手続き、打合せ 

（７）改修工事に伴うアスベスト含有調査 

（８）概略工程表の作成 

（９）その他、監督員の指示する資料の作成 

 

６．適用図書 

原則として次に掲げる図書に基づき設計を行う。なお、各図書は最新版による。 

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編及び機械設備工事編） 

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編及び機械設備工事編） 

・建築物解体工事共通仕様書及び同解説 

・公共建築木造工事標準仕様書 

・公共建築工事積算基準及び同解説 

・建築設計基準及び同解説 

・建築構造設計基準及び同解説 

・建築構造設計指針 

・建築設備計画基準 

・建築設備設計基準 

・建築設備耐震設計及び施工指針 

・建築設備数量積算基準及び同解説 

・電気設備の技術基準 

・内線規定 

・その他関係法令、要綱及び各種基準 

 

http://www.ribc.or.jp/
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７．業務の施行 

（１）受託者は監督員の指示に従い、本業務に必要な調査を行い、また関係法令に基づいて遂行

する。 

（２）業務の内容に疑義が生じる場合は速やかに監督員と協議を行い、承諾を受けた後業務を進

める。 

（３）業務の詳細及び当該工事の範囲について、生徒及び学校関係者の安全を第一に考え、工

程、機器の搬入及び搬出方法を検討する。 

（４）施工時における施設運用停止期間や行事への影響を十分考慮する。 

（５）現地調査を十分に行い、業務を進める。 

（６）発注者は必要に応じ、受託者へ資料を貸与する。 

（７）設計図書の様式、設計図の縮尺等は監督員の指示を受けなければならない。 

 

８．実施設計業務上の配慮事項 

（１）平面計画 

・生徒が安心かつ快適に利用することができるよう、設置場所の検討を行い、周辺の住環

境と調和のとれる景観計画とすること。 

・意匠設計にあたり、富岡市景観条例及び関係法令を遵守すること。 

・各設備の配置について、関係者の意見を十分に反映させること。 

（２）設備計画 

・環境負荷の少ない設備機器等の導入について十分検討し、省エネルギー性に優れた機器

の選定を行うこと。 

・操作性のよい機器を選定すること。 

・適切な容量を確保して、経済性の高い計画とすること。 

・断熱改修の工法については、コスト面に配慮すること。 

 

９．業務内容の疑義 

受託者は、業務内容に疑義のあるときは監督員と協議しなければならない。 

 

１０．管理技術者および照査技術者の選任について 

管理技術者と照査技術者をそれぞれ選任する。 

管理技術者および照査技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあって

はその者が管理技術者を行い、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属

する者を配置しなければならない。 

・建築士法第２条第２項に規定する一級建築士 

 

１１．手続き書類の提出 

（１）受託者は、本業務に着手するときに、次の手続書類を提出し、承諾を得なければならな
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い。 

ア 課税（免税）事業者届出書 

イ 管理技術者選任通知書 

ウ 照査技術者選任通知書 

エ 業務工程表 

オ 業務一部再委託承認願 

カ 設計担当者名簿及び履歴書、協力技術者名簿並びに事務所経歴書 

キ その他、監督員の指示する書類 

（２）受託者は、本業務が完了したときは、業務完了通知書を提出しなければならない。 

 

１２．成果品の提出 

受託者は、本業務が完了したときに、遅滞なく次に掲げる成果品を提出しなければならない。 

（１）業務に関する成果品 

ア 設計内容報告書 

イ 設計書（工事費内訳書） 

ウ 設計図（実施設計図・特記仕様書等） 

エ 各種計算書 

オ 各種見積書（３者以上 比較表共） 

（２）打合せ議事録 

（３）電子データ（ＪＷ－ＣＡＤ及びＰＤＦ） 

（４）その他、監督員の指示によるもの 

 

１３．貸与資料 

発注者は、次の資料を受託者に貸与する。 

（１）営繕積算システム（ＲＩＢＣ２）のデータ 

（２）その他、監督員が必要と認めた資料 

 

１４．成果品の著作権 

 成果品の著作権は発注者に帰属することとする。また、受注者は成果品を発注者の許可無く他

に利用、公表、貸与できないものとする。 

 

１５．重要事項説明 

受託者は、発注者に対し、建築士法第２４条の７に基づき、契約に先立って、契約の内 

容及びその履行に関する事項の説明を書面をもって行うこと。 

 

１６．書面の交付 

受託者は、契約を締結したときは、発注者に対し、建築士法第２４条の８に基づく書面 
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を交付すること。ただし、同法第２２条の３の３により書面を相互に交付して契約を行っ 

た場合はこの限りでない。 

 

１７．業務計画書の作成 

 業務の遂行にあたり、契約締結後14日以内に業務計画書の作成を行う。 

（１） 記載内容 

  ア 業務概要 

  イ 打合せ計画 

  ウ 業務実施体制 

  エ 業務詳細工程 

  オ 業務フローチャート 

   カ 使用する基準及び主な図書 

  キ アスベスト調査計画 

  ク 提出成果品 

    ケ その他 監督員の指示する事項 

 

１８.守秘義務 

 業務も実施過程で知り得た秘密について第三者に漏らしてはならない。 

 

  


